
１．１ 工事工種体系における分類と整備状況（平成１９年度改訂版）

（レベル０） （レベル１）
事 業 分 野 事 業 区 分 工 事 区 分

築堤・護岸
浚渫(河川)

河 川 改 修 樋門・樋管
水門
堰

第１分野
排水機場

河 川
水路ﾄﾝﾈﾙ
床止め・床固め

河川維持
河 川 維 持 修 繕

河川修繕

堤防・護岸
突堤・人工岬

国
海 岸 整 備 海域堤防

第２分野
浚渫(海岸)土

海 岸
養浜交

海 岸 維 持 修 繕 海岸維持,海岸修繕通
砂防堰堤省

砂防・地すべり対策 流路
第３分野

斜面対策所
砂 防

砂防・地すべり対策施設 砂防維持管
維持修繕 砂防修繕土

第４分野 ダ ム 建 設 ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ木
ダ ム ﾌｨﾙﾀﾞﾑ事

ダ ム 管 理
業

道路改良
舗装

（

道 路 新 設 ・ 改 築 鋼橋上部港
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部
橋梁下部湾
ﾄﾝﾈﾙ(NATM)・
ｺﾝｸﾘｰﾄｼｪｯﾄﾞ

第５分野 鋼製ｼｪｯﾄﾞ空
道 路 地下横断歩道

港
地下駐車場

除

共同溝く
共同溝・電線共同溝 電線共同溝）

情報ﾎﾞｯｸｽ

道路維持
道路維持修繕・雪寒 道路修繕

雪寒

公園緑地整備・改修 基盤整備
第６分野

植栽
公 園

施設整備
公 園 緑 地 維 持 管 理 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ整備

自然育成

第７分野 下 水 道 施 設 整 備 管路
下 水 道 処理場・ﾎﾟﾝﾌﾟ場

下 水 道 施 設 維 持

（注）① は、体系化が未整備（もしくは体系化の必要性を含めて検討中）の工種を示す。

② 事業区分とは、予算制度上および事業執行上の区分を示す。

③ 工事区分とは、通常１件の工事を発注する単位区分（発注ロット）を示す。

④ なお、工事区分の下位レベルの構成は、同一事業分野内の工事区分間に限り相互利用できる。

⑤ ダム分野、公園分野、下水道分野の工事工種体系ツリー図は、掲載していない。


